
1 

 

東日本大震災からの復興の基本方針 

 

平成23年７月29日 

東日本大震災復興対策本部 

 

４ あらゆる力を合わせた復興支援 

 

 （３）事業規模と財源確保 

   

①事業規模 

平成27年度末までの５年間の「集中復興期間」に実施すると見込まれる施策・事

業（平成23年度第１次補正予算等及び第２次補正予算を含む）の事業規模について

は、国・地方（公費分）合わせて、少なくとも19兆円程度と見込まれる。また、10

年間の復旧・復興対策の規模（国・地方の公費分）については、少なくとも23兆円

程度と見込まれる。 

なお、この規模の見込みには、原則として、原子力損害賠償法、原子力損害賠償

支援機構法案に基づき事業者が負担すべき経費は含まれていない。 

 

②財源確保に係る基本的考え方 

復旧･復興のための財源については､次の世代に負担を先送りすることなく､今を

生きる世代全体で連帯し負担を分かち合うことを基本とする｡ 

 

③「集中復興期間」中の復旧・復興事業に充てる財源確保の方法 

５年間の「集中復興期間」中の復旧・復興事業に充てる財源は、平成23年度第１

次補正予算等及び第２次補正予算における財源に加え、歳出の削減、国有財産売却

のほか、特別会計、公務員人件費等の見直しや更なる税外収入の確保及び時限的な

税制措置により13兆円程度を確保する。 

税制措置は、基幹税などを多角的に検討する。また、与野党間の協議において、

平成23年度税制改正事項について合意が図られる際には、改正事項による増収分を

復旧・復興財源に充てることも検討する。 

 

④復旧・復興事業に充てる財源確保の道筋とその使途の明確化 

先行する復旧・復興需要を賄う一時的なつなぎとして発行する復興債については、

その発行のあり方について十分検討するとともに、従来の国債とは区分して管理す

る。その償還期間は、集中復興期間及び復興期間を踏まえ、今後検討する。 
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時限的な税制措置は、償還期間中に行い、その税収は、全て復興債の償還を含む

復旧・復興費用に充て、他の経費には充てないことを明確化するため、他の歳入と

は区分して管理することとする。 

 

⑤今後の進め方 

上記に基づき、平成23年度第３次補正予算の編成にあわせ復興債の発行及び税制

措置の法案を策定し国会に提出することとする。 

また、税制措置の具体的内容については、８月以降、本基本方針を踏まえ、税制

調査会において検討し、具体的な税目、年度毎の規模等を組み合わせた複数の選択

肢を東日本大震災復興対策本部に報告した上で、政府・与党において改めて検討を

行い、同本部において決定する。この本部における決定にあたっては、平成23年度

税制改正と併せて与野党間の協議を呼びかけ、合意を目指す。 

(注)上記の税制調査会における検討に当たっては、歳出削減及び税外収入の増収に 

より確保される財源を３兆円程度と仮置きして進める。 

また、「確認書」（８月９日 民主党・自由民主党・公明党幹事長）において、「平

成23年度第１次補正予算における財源措置として活用した年金臨時財源について

は、第３次補正予算の編成の際に、復興債で補てんすることとし、そのための財

源確保策と併せて、各党で検討する。」とされたことを踏まえ、年金臨時財源 2.5

兆円を復興債で補てんするための償還財源について、上記③の復旧・復興事業の

財源に加算した上で検討する。 

 

⑥地方の復興財源の確保 

今後の復旧・復興に当たっては、国費による措置を講じてもなお、地方負担が地

方債の償還や地域の実情に応じた事業を含めて生じることを踏まえ、上記のとおり

国・地方（公費分）合わせて少なくとも19兆円規模の施策・事業に充てる財源を確

保するとともに、あわせて、地方負担分について地方交付税の加算を行う等により

確実に地方の復興財源の手当てを行う。 

 

加筆箇所 


